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【 書 類 名 】 　 　 　 明 細 書
【 発 明 の 名 称 】 　 通 信 装 置
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　

こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

請 求 項
載 の 通 信 装 置 。

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　
こ と

を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

に 記 載 の 通
信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　

に 記 載 の 通 信 装 置 。

お よ び 通 信 装 置 の 操 作 方 法

複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る と と も に 、 該 表 示 さ れ た フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と 、 前 記 複 数 の フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 選 択 さ れ た 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ
ュ ー 手 段 に 登 録 す る 登 録 手 段 と 、 前 記 登 録 手 段 に よ り 登 録 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表
示 す る 一 方 、 該 表 示 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ
ン メ ニ ュ ー 手 段 と を 備 え た

前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行
に お け る 操 作 は 、 前 記 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行 に
お け る 操 作 と 同 じ 操 作 と な る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る
１ 記

前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表
示 す る 場 合 に は 、 一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 か ら 新 し い 順 に 表 示 す る

１ ま た は
前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク

シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 序 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か

前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
一 番 最 近 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と し て 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４
の い ず れ か



　 　 【 請 求 項 ６ 】 　

に 記 載 の 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　

に 記 載 の 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　

に 記 載 の 通 信 装 置 。
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前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 番 を 変 更 し な い よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ５ の い
ず れ か

前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 表 示 順 番 を 変 更 し な い
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か

前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 使 用 さ れ た 前 記 フ ァ ン ク シ
ョ ン 機 能 を 追 加 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 か ら 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ８ の
い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 す で に 登 録 さ れ て い る フ
ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 一 番 古 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 す る と と も に 、 使 用 さ れ た
フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 新 し い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と し て 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 乃 至 ９ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 通 信 装 置 は 電 話 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 １ ０
の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る と と も に 、 該 表 示 さ れ た フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と 、 登 録 さ れ た フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る 一 方 、 該 表 示 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 第 ２
の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と を 有 し 、 前 記 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 で 表 示
さ れ た 前 記 複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 選 択 さ れ た 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 前
記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 に 登 録 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 の
操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実
行 に お け る 操 作 は 、 前 記 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行
に お け る 操 作 と 同 じ 操 作 と な る よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 記 載 の 通 信 装
置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ４ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
表 示 す る 場 合 に は 、 一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 か ら 新 し い 順 に 表 示 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ ま た は １ ３ に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ５ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 序 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ４ の い ず れ か に 記
載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ６ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能
を 一 番 最 近 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と し て 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃
至 １ ５ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ７ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 番 を 変 更 し な い よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃 至 １
６ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ８ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 表 示 順 番 を 変 更 し な
い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ７ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 １ ９ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 使 用 さ れ た 前 記 フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 を 追 加 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ８ の い ず れ か に 記 載 の 通 信
装 置 の 操 作 方 法 。



【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 通 信 装 置 、 よ り 詳 細 に は 、 フ ァ ク シ ミ リ ，
電 話 ， 携 帯 電 話 等 の 通 信 装 置 に お い て 、 複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 記 憶 さ れ て い る 第 ３
の ボ タ ン を 有 し 、 該 第 ３ の ボ タ ン を 押 す た び に 、 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 順 に 表
示 器 に 表 示 す る よ う に し 、 少 な い タ ッ チ で 使 い た い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 呼 び だ す こ と が
出 来 、 し か も 、 選 択 し 易 い よ う に し た 通 信 装 置 に 関 す る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ２ 】
　 　 【 従 来 の 技 術 】
　 フ ァ ク シ ミ リ ， 電 話 機 ， 携 帯 電 話 等 の 通 信 装 置 に お い て 、 従 来 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 番 号 は
機 能 種 類 別 に 割 り 当 て ら れ て お り 、 決 し て 使 用 頻 度 の 高 い 機 能 が 若 い 番 号 に 割 り 当 て ら れ
て い な い の で 、 使 用 し た い フ ァ ン ク シ ョ ン を 探 し づ ら い 。 ま た 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 番 号 が ２
桁 に な る と 、 憶 え る の が 難 し く 使 用 し た い フ ァ ン ク シ ョ ン を な か な か 見 つ け ら れ な い 。 メ
ニ ュ ー 形 式 で 表 示 器 に 表 示 さ れ フ ァ ン ク シ ョ ン を 選 択 す る 方 式 も 選 択 す る ま で の 操 作 に 工
数 が か か る 等 の 問 題 が あ っ た 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ３ 】
　 　 【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
　 本 発 明 は 、 上 述 の ご と き 実 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 使 用 さ れ た 複 数 の フ ァ ン ク シ ョ
ン 機 能 を 第 ３ の ボ タ ン に 記 憶 し て お き 、 こ の 第 ３ の ボ タ ン が 押 さ れ る た び に 、 使 用 さ れ た
フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 順 に 表 示 器 に 表 示 す る よ う に し て 、 少 な い タ ッ チ で 、 使 い た い フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 を 呼 び 出 す こ と が で き る よ う に す る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ４ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 請 求 項 １ の 発 明 は 、

　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、

。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 請 求 項 ３ の 発 明 は 、 請 求 項 ２ の 発 明 に お い て 、

。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 　 【 請 求 項 ２ ０ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 か ら 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃 至
１ ９ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ １ 】 　 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 す で に 登 録 さ れ て い る フ
ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 一 番 古 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 す る と と も に 、 使 用 さ れ た
フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 新 し い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と し て 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ ２ 乃 至 ２ ０ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ ２ 】 　 前 記 通 信 装 置 は 電 話 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ 乃 至 ２
１ の い ず れ か に 記 載 の 通 信 装 置 の 操 作 方 法 。

お よ び 通 信 装 置 の 操 作 方 法 に 関 し

複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る と と も に 、 該 表 示 さ れ た フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と 、 前 記 複 数 の フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 選 択 さ れ た 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ
ニ ュ ー 手 段 に 登 録 す る 登 録 手 段 と 、 前 記 登 録 手 段 に よ り 登 録 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
表 示 す る 一 方 、 該 表 示 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。

前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段
の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行 に お け る 操 作 は 、 前 記 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 の
フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行 に お け る 操 作 と 同 じ 操 作 と な る よ う に 制 御 す る 制 御 手 段 と を 備
え た こ と を 特 徴 と す る

１ ま た は 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ
ュ ー 手 段 は 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る 場 合 に は 、 一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ
ョ ン 機 能 か ら 新 し い 順 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る



　 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 請 求 項 発 明 に お い て 、

。
　 　 　 【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 ５ の 発 明 は 、 請 求 項 発 明 に お い て 、

　 　 　 【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 ６ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、

。
　 　 　 【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ７ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、

。
　 　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 請 求 項 ８ の 発 明 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、

。
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１ 乃 至 ３ の い ず れ か の 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 序 を 変 更 す る こ と を 特
徴 と す る

１ 乃 至 ４ の い ず れ か の 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使
用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 最 近 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と
し て 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 。

乃 至 ５ の い ず れ か 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 番 を 変 更 し な い よ う に
制 御 す る こ と を 特 徴 と す る

乃 至 ６ の い ず れ か 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使
用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 表 示 順 番 を 変 更 し な い こ と を 特 徴 と す る

乃 至 ７ の い ず れ か 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が
使 用 さ れ た 場 合 は 、 使 用 さ れ た 前 記 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 追 加 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る

　 請 求 項 ９ の 発 明 は 、 請 求 項 １ 乃 至 ８ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ
ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 か ら 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能
を 削 除 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ０ の 発 明 は 、 請 求 項 １ 乃 至 ９ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク
シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能
が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 す で に 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 一 番 古 い フ ァ ン
ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 す る と と も に 、 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 新 し い フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 と し て 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ １ の 発 明 は 、 請 求 項 １ 乃 至 １ ０ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 通 信 装 置 は 電
話 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ２ の 発 明 は 、 複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る と と も に 、 該 表 示 さ れ た フ
ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と 、 登 録 さ れ た フ
ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る 一 方 、 該 表 示 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 選 択 し 実 行 す る 第
２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 と を 有 し 、 前 記 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 で 表
示 さ れ た 前 記 複 数 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 選 択 さ れ た 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 に 登 録 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ３ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー
手 段 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行 に お け る 操 作 は 、 前 記 第 １ の フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手
段 の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 実 行 に お け る 操 作 と 同 じ 操 作 と な る よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴
と す る 。
　 請 求 項 １ ４ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ ま た は １ ３ の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ ン ク シ ョ
ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 す る 場 合 に は 、 一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 か ら 新 し い 順 に 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ５ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ４ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 序 を 変 更 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ６ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ５ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機
能 が 使 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 最 近 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン



　 　 　 【 ０ ０ １ ２ 】
　 　 【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
　 図 １ は 、 本 発 明 に よ る 通 信 装 置 の 一 実 施 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で 、 Ｃ Ｐ Ｕ １ は こ の 装 置 あ
る い は シ ス テ ム 全 体 を 制 御 す る Central Prossesing Unitで あ る 。 Ｒ Ｏ Ｍ ２ に は こ の 装 置
あ る い は シ ス テ ム 全 体 を 制 御 す る た め の フ ァ ー ム ウ ェ ア が 格 納 さ れ て お り 、 Ｃ Ｐ Ｕ １ は そ
の プ ロ グ ラ ム に よ っ て 動 作 す る 。 Ｒ Ａ Ｍ ３ に は Ｃ Ｐ Ｕ １ が 動 作 す る 上 で 必 要 な ワ ー ク エ リ
ア が 形 成 さ れ 、 Ｃ Ｐ Ｕ １ に よ っ て デ ー タ の 一 時 記 憶 装 置 と し て 使 用 さ れ る 。 Ｆ Ｒ Ｏ Ｍ ４ は
シ ス テ ム に 必 要 な 情 報 を 記 憶 す る メ モ リ で あ り 、 第 ３ の ボ タ ン に 記 憶 さ れ る フ ァ ン ク シ ョ
ン 機 能 の 種 類 情 報 や 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 新 旧 情 報 等 が こ こ に 記 憶 さ れ る 。 な
お 、 こ の Ｆ Ｒ Ｏ Ｍ ４ は 電 池 で バ ッ ク ア ッ プ さ れ た Ｒ Ａ Ｍ で も 代 用 で き る 。 キ ー 入 力 部 ５ は
フ ァ ン ク シ ョ ン ボ タ ン （ メ ニ ュ ー ボ タ ン と も 呼 ば れ る ） ， そ の 他 の ボ タ ン ， 第 ３ の ボ タ ン
等 か ら 成 る も の で 、 装 置 へ 操 作 情 報 等 を 伝 え る も の で あ る 。 そ の 他 の ボ タ ン は 例 え ば フ ァ
ン ク シ ョ ン 番 号 を 入 力 す る た め の テ ン キ ー や 、 フ ァ ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー を 選 択 す る た め の
矢 印 ボ タ ン （ カ ー ソ ル 移 動 ボ タ ン ） で も 良 い 。 ま た 、 こ の 第 ３ の ボ タ ン は フ ァ ン ク シ ョ ン
機 能 を 記 憶 し 呼 び 出 す だ け の 機 能 を 持 つ 専 用 の ボ タ ン で も 良 い し 、 他 の 機 能 を 持 っ て い て
し か も 装 置 の 待 機 状 態 で は 使 用 さ れ な い ボ タ ン で 兼 用 し て も 良 い 。 表 示 部 ６ は 装 置 の 状 態
情 報 や 操 作 ガ イ ダ ン ス 情 報 等 を 表 示 す る も の で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ３ 】
　 図 ２ は 、 発 明 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で 、 装 置 が 待 機 状 態 の 時 （ Ｓ
１ ） 、 第 ３ の ボ タ ン が 押 さ れ る と （ Ｓ ２ ） 、 一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
表 示 器 ６ に 表 示 す る （ Ｓ ３ ） 。
　 こ こ で フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 使 用 す る 操 作 が 行 わ れ れ ば （ Ｓ ４ ） 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能
を 実 行 す る （ Ｓ ９ ） 。
　 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 使 用 す る 操 作 が 行 わ れ ず 、 第 ３ の ボ タ ン が 押 さ れ る と （ Ｓ ５ ） 、
２ 番 目 に 新 し い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 器 に 表 示 す る （ Ｓ ６ ） 。
　 そ の 間 、 フ ァ ン ク シ ョ ン を 使 用 す る 操 作 が 行 わ れ ず に ま た 第 ３ の ボ タ ン が 押 さ れ れ ば 次
に 新 し い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 し 、 こ れ を 繰 り 返 す 。
　 ま た そ の 間 に フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 使 用 す る 操 作 が 行 わ れ れ ば 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
実 行 す る （ Ｓ ７ ） 。
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機 能 と し て 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ７ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ６ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 表 示 順 番 を 変 更 し な い
よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ８ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ７ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機
能 が 使 用 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 表 示 順 番 を 変 更 し な い こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ ９ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ８ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン
機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 使 用 さ れ た 前 記 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 追 加 登 録 す る こ と を 特 徴
と す る 。
　 請 求 項 ２ ０ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 １ ９ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 か ら 所 定 の フ ァ ン ク シ ョ
ン 機 能 を 削 除 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 ２ １ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 ２ ０ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の フ ァ
ン ク シ ョ ン メ ニ ュ ー 手 段 は 、 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン
機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 、 す で に 登 録 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の う ち 、 一 番 古 い フ
ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 す る と と も に 、 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 新 し い フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 と し て 登 録 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 ２ ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ２ 乃 至 ２ １ の い ず れ か の 発 明 に お い て 、 前 記 通 信 装 置 は
電 話 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。

本 の 実 施 例



　 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 順 次 表 示 し 、 一 番 古 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 し た 後 に 、 第 ３
の ボ タ ン が 押 さ れ れ ば （ Ｓ ８ ） ま た 一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 （ Ｓ
８ ） 、 こ れ を 繰 り 返 す 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ４ 】
　 図 ３ は 、 発 明 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能
が 使 用 さ れ る と （ Ｓ １ １ ） 、 そ れ が 第 ３ の ボ タ ン で す で に 登 録 さ れ て い る か ど う か を 判 断
す る （ Ｓ １ ２ ） 。
　 も し 、 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 記 憶 さ れ て い れ ば 、 そ の 順 番 を 一 番 新 し い も の に 変 更
す る （ Ｓ １ ３ ） 。
　 ま た 、 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 記 憶 さ れ て い な い 場 合 、 そ の 記 憶 容 量 が 残 っ て い る か
を 判 断 す る （ Ｓ １ ４ ） 。
　 も し 、 残 っ て い な け れ ば 一 番 古 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 し （ Ｓ １ ５ ） 、 使 用 さ れ た
フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 最 新 と し て 記 憶 す る 。
　 満 杯 で な け れ ば 、 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 最 新 と し て 追 加 記 憶 す る （ Ｓ １ ６ ）
。
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 図 ４ は 、 発 明 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で 、 フ ァ ン ク シ ョ ン
機 能 が 使 用 さ れ る と （ Ｓ １ １ ） 、 そ れ が 第 ３ の ボ タ ン に す で に 登 録 さ れ て い る か ど う か を
判 断 す る （ Ｓ １ ２ ） 。
　 も し 、 同 じ フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 記 憶 さ れ て い れ ば 、 そ の 順 番 は 変 更 し な い 。 そ の 他 の
ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ～ ス テ ッ プ Ｓ １ ６ は 図 ３ で 説 明 し た フ ロ ー チ ャ ー ト と 同 じ 動 作 で あ る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ６ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 発 明

少 な い タ ッ チ で 使 い た い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 呼 び 出 す こ と が 出 来 、 し か も 、 選 択
し 易 い 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ７ 】

一 番 最 近 に 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 か ら 新 し い 順 に 表 示 す る よ う に し た の で
、 使 用 頻 度 が 高 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 最 初 に 選 択 す る こ と が 出 来 る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ８ 】

フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 最 近 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と し て 記 憶 し 、 表 示
す る 順 番 を 変 更 す る よ う に し た の で 、 使 用 頻 度 が 高 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 最 初 に 選 択 す
る こ と が 出 来 る 。
　 　 　 【 ０ ０ １ ９ 】

記 憶 さ れ て い る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と そ の 表 示 順 番 を 変 更 し な い よ う に し た の で 、
順 番 が 変 わ る こ と が な く 、 従 っ て 、 順 番 が 憶 え や す い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】

記 憶 し て い る 一 番 古 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 表 示 し た 次 は 、 一 番 新 し い フ ァ ン ク シ
ョ ン 機 能 を 表 示 す る よ う に し た の で 、 少 な い タ ッ チ で フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 呼 び 出 す こ と
が 出 来 る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ １ 】

記 憶 す る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 記 憶 容 量 が 余 っ て い る 状 態 で 憶 さ れ て い る フ ァ
ン ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 用 さ れ た フ ァ ン ク シ
ョ ン 機 能 を 追 加 記 憶 す る よ う に し た の で 、 記 憶 容 量 が な く な る ま で 新 規 の フ ァ ン ク シ ョ ン
機 能 を 記 憶 す る こ と が 出 来 る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ２ 】

記 憶 す る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 の 記 憶 容 量 が 残 っ て い な い 状 態 で 憶 さ れ て い る フ
ァ ン ク シ ョ ン 機 能 と 異 な る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 が 使 用 さ れ た 場 合 は 憶 さ れ て い る 一 番
古 い フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 削 除 し 、 使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 一 番 新 し い フ ァ ン ク
シ ョ ン 機 能 と し て 記 憶 す る よ う に し た の で 憶 さ れ る フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 常 に 新 し い
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本 に よ れ ば 次 の よ う な 効 果 を 奏 す る 。
（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

（ ４ ）

（ ５ ）

（ ６ ） 、 記
、 使

（ ７ ） 、 記
、 記

、 記



も の に 保 つ こ と が 出 来 る 。
　 　 　 【 ０ ０ ２ ３ 】

使 用 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 順 に 表 示 器 に 表 示 し 、 使 用 し た い フ ァ ン ク シ ョ ン
機 能 が 表 示 さ れ て い る 時 に 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 使 用 す る 操 作 は 、 フ ァ ン ク シ ョ ン ボ タ
ン で 選 択 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 操 作 す る の と 同 じ 操 作 で そ の フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を
使 用 す る こ と が で き る よ う に し た の で 、 フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 使 用 す る 操 作 を 、 フ ァ ン ク
シ ョ ン ボ タ ン で 選 択 さ れ た フ ァ ン ク シ ョ ン 機 能 を 操 作 す る の と 同 じ 操 作 で そ の フ ァ ン ク シ
ョ ン 機 能 を 使 用 す る こ と が で き 、 従 っ て 、 操 作 が 分 か り や す い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
　 　 【 図 １ 】 　 本 発 明 に よ る 通 信 装 置 の 一 実 施 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
　 　 【 図 ２ 】 　 本 発 明 の 実 施 例 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
　 　 【 図 ３ 】 　 本 発 明 の 他 の 実 施 例 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
　 　 【 図 ４ 】 　 本 発 明 の 更 に 他 の 実 施 例 を 説 明 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
　 　 【 符 号 の 説 明 】
１ … Ｃ Ｐ Ｕ 、 ２ … Ｒ Ｏ Ｍ 、 ３ … Ｒ Ａ Ｍ 、 ４ … Ｆ Ｒ Ｏ Ｍ 、 ５ … キ ー 入 力 部 、 ６ … 表 示 部 。
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